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猪名川町市街化区域 地籍調査実施計画 
 

 

１．目的 

本計画はランドマーク INAGAWA 計画（前計画）の完了に伴い、市街化区域内

の地籍調査未実施区域を対象として、国土調査法及び国土調査促進特別措置法に基

づき、土地に関連した情報の整備と地籍の明確化を行うことで、猪名川町の土地利

用の高度化に資するとともに、大規模災害の発生に備え、円滑な防災対策と迅速な

復興の基礎とすることを目的とする。 

 

 

２．調査対象地域 

調査対象地域は町全域 90.33 ㎢の内、市街化区域内の松尾台・伏見台・若葉・

パークタウン東・白金・つつじが丘の６自治会の約 4.65 ㎢を対象とする。 

なお、地籍調査完了区域については約 9.34 ㎢、不動産登記法 14 条第 1 項地図

が備え付けられている区域が約 2.19 ㎢、林地等が約 74.15 ㎢となっている。 

 

猪名川町地籍調査地域別面積表 

 

 

３．計画年次 

計画年次は年間調査区域の目安を 0.20 ㎢として自治会内で地区分けを行い、松

尾台・伏見台・若葉・パークタウン東・白金・つつじが丘の順番で調査を進め、概

ね 22 年計画（令和６年～令和 27 年）とする。作業工程としては A～H 工程まで

あり、１地区につき３年間で作業工程を進めていくことを目標とする。 

 

町全域 本計画区域 
地籍調査 

完了区域 

不動産登記法 

第 14 条第 1 項

指定区域 

林地 等 

90.33 ㎢ 4.65 ㎢ 9.34 ㎢ 2.19 ㎢ 74.15 ㎢ 

１年目 ２年目 ３年目 

A・B・E１工程 
C・D・E2・FⅠ・FⅡ-1

工程 
FⅡ-2・G・H 工程 
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市町村, 25％

（負担分の80％は特別交付税）

実質負担, 5%

国, 50%

都道府県, 25%

地籍調査費の負担割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．財源計画 

地籍調査事業を国土調査法第６条の４に規定する事業計画に基づき、町が事業主

体となって実施すると同法第９条の２第１項の規定により、補助対象事業費の 3/4

を国県で負担し、残りの 1/4 を町で負担する。 
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５．地籍調査事業について 

人に関する記録を「戸籍」と呼ばれるように、土地に関する記録は「地籍」と呼

ばれる。「地籍調査」とは一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目を調

査・確認すると共に、その土地の境界の位置を土地所有者の立会のもと確認し測量

をする調査である。 

その成果を基に「地籍図」と「地籍簿」を作成し、国からの認証ののちに法務局

へ送付することで登記簿が修正されると共に、新しく正確な地図が地籍図として備

え付けることができる。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

６．地籍調査のメリット 

①土地の境界トラブル防止 

   土地の境界が正しくわからないことが様々なトラブルの原因となる場合がある

ため、境界を明確にしておくことでトラブルを未然に防ぐことができる。 

 

②土地取引の円滑化 

   官民境界等で土地所有者による測量が不要になり、空き家や空き地となっている

土地についても境界の確認と相続関係人の調査を行うため、土地所有者や相続関係

人の負担が減り、土地取引の円滑化や空き家問題と所有者不明土地の解消とその発

生の抑制が期待できる。 

 

③迅速な災害復旧 

万が一に大規模な災害が発生した場合でも、地籍調査による正確な地図を用いる

ことで災害復旧のための境界確認や測量の期間が短縮され、道路等の官有地と民地

との境界トラブルを未然に防ぐことで、迅速な災害復旧を可能とする。 
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７．不動産登記法第 14 条第 1 項地図について 

土地の面積や境界点の正確性があり、復元性があると法務局に認められた「地図」

である。地籍調査・区画整理・圃場整備が行われた土地が該当し、市街化されてい

る地区でもこれが備え付けられていない場合、地籍調査の実施が必要な土地となる。 

 

 

万善地区 道の駅いながわ周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地籍調査を実施したため、地図と現況が整合している。 
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